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区役所通り登栄会商店街の道路整備について
１ 区役所通り登栄会商店街について

○区役所通り登栄会商店街は向ヶ丘遊園駅北口と多摩区役所の間に位置している商店街です。

○登戸・向ケ丘遊園周辺地区では土地区画整理事業を進めており、登栄会商店街の周辺においても、まち

の様相が大きく変化しています。

○こうした動きを受け、登栄会商店街のまちの将来像等を示していく必要が生じたことから、沿道の土地

所有者や借地権者、一部テナントと川崎市（土地区画整理事業施行者）で「まちづくり検討会」を設立

し公共空間の整備等について検討を行い、まちづくり方針を作成して整備を進めているところです。

区役所通り
登栄会商店街

多摩区役所

向ヶ丘遊園駅

資 料
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○整備前は往復２車線の道路で、歩道がなくバスも通行していました。

○整備後の道路幅員は、整備前と同様の９ｍですが、一方通行化により両側に歩行空間を確保し、バスは他路線

を通行しております。

○現在は、側溝や地上機器、商店街灯の整備が完成しており、今後、景観舗装やボラード（車止め）、花壇など

の整備を予定しています。

＜整備前＞ ＜現在（整備中）＞

＜将来形（イメージ）＞

２ 区役所通り登栄会商店街の整備状況について
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３ 道路整備について

（１） まちづくり検討会の概要

○登栄会商店街沿いの土地所有者や借地権者、一部テナントと川崎市が連携・協力を図りながら、まちの

将来像等について検討・議論を行う場として、令和２年（２０２０年）８月に「まちづくり検討会（以

下「検討会」という。）」を設立しました。

○検討会において、公共空間の整備についても意見を聞きながら整備形態を決めて工事を進めてきたとこ

ろです。

　①登栄会商店街のまちづくりの方向性

　②登栄会商店街通りの公共空間の整備、建物等（民有地）のルール

　③住民等主体のまちづくり活動　等

　①全体会：関係権利者等を対象

　②ワーキンググループ（WG）：まちづくりの担い手となる有志

対象者

検討体制

　　登栄会商店街沿いの土地所有者・借地権者、一部テナント（権利
　者から推薦があった方）

目的

　　土地区画整理事業による新たなまちづくりの機会を捉え、魅力あ
　る良好なまちなみの形成や居心地が良く歩きたくなる空間づくりを
　検討するとともに、地域主体のまちづくり活動による交流の促進と
　賑わいの創出を通じて、商店街及び地域の活性化を図る。

検討内容

＜検討会の概要＞ ＜検討会 全体会の様子＞
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（２） 登栄会商店街のまちづくり検討経過

●『まちづくり方針』に

基づく取組の推進

●「検討会」の継続開催

・全体会（３回）

・ワーキング

グループ（２回）

●『まちづくり方針』に

基づく取組の推進

・全体会（３回）

・地域主体のまちづくりの

検討

・まちづくりの実践等

（社会実験の実施）

ま
ち
づ
く
り
検
討
会
の
開
催

●全体会（３回）

●ワーキング

グループ（４回）

令和2年度 令和4・5年度 令和6年度

無電柱化工事等（市施工）

令和3年度

『
ま
ち
づ
く
り
方
針
』

（
素
案
）
の
作
成

『
ま
ち
づ
く
り
方
針
』

の
作
成

無電柱化設計（市施工）

一方通
行化

無電柱化工事等
（東京電力・NTT等の施工）

＜検 討 経 過＞

バス
ルート変更
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（３） まちづくり方針の主な内容

検討

検討

検討内容
①登栄会商店街のまちづくりの方向性
②登栄会商店街通りの公共空間の整備、建物等（民有地）のルール
③住民等主体のまちづくり活動　等

まちづくり検討会

まちの将来像

『ここに来たい、住みたいと思える街』～地域の人に愛され、誇れる、魅力ある商店街～
　【視点１】住民（住む人）　　「安心・安全に過ごせる商店街」
　【視点２】来街者（来る人）　「来たくなる、楽しみがある商店街」
　【視点３】事業者（働く人）　「活気・賑わいのある商店街」

民地空間の主な取組 公共空間の主な取組

■建物の外観（ファサード）
　・建物の低層部・中層部に開口部（ガラス面）を配置したデザイ
　　ンとする
■広告看板
　・通りの景観への配慮
■建物の壁面後退（セットバック）
　・建物の壁面後退（セットバック）空間における「賑わい・交
　　流スペース」の創出
■駐輪スペース
　・民地内での駐輪スペースの確保を検討

■照明（商店街灯）
　・更新のタイミングに合わせて、街並みを演出するガス灯のよう
　　な照明を商店街等で整備することを検討
■良質な歩行空間の創出
　・無電柱化
　・一方通行化
　・車のスピードを落とすための車道のスラローム化を検討
■ボラード（車止め）
　・円柱型ボラードの整備を検討
■舗装
　・レンガや石畳の風合いが感じられる素材など、景観に配慮し
　　た舗装を検討

登栄会商店街のまちづくり方針

検討
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（４） まちづくり方針

○令和４年３月に、区役所通り登栄会商店街まちづくり検討会において「まちづくり方針」を作成
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■整備形態

①歩きやすい空間を創出するため、自動車の一方通行化

②バリアフリーに配慮し、歩行空間に段差を設けない。

③まちなみの形成や災害時の安全性向上のため、電線類を地下に埋設する無電柱化

④自動車の走行速度を低下させ、歩行者の安全性向上等を図るため、車道のスラローム化

⑤舗装については、レンガや石畳の風合いが感じられる舗装

⑥歩行者等の安全、安心に向け、車道と歩行空間の色調を変える。

⑦安全、安心な歩行空間を確保し、無秩序な停車を抑制するため、ボラードの設置

⑧荷捌きスペースとして、停車帯区間を２箇所設置

⑨安全、安心かつ活気ある商店街に向けて、商店街等で照明を設置

（５）整備の方向性

○まちづくり方針に基づき管理者協議を進め、道路の整備計画を進めてきました。
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（６）整備平面図

停車帯

向ヶ丘遊園駅→

停車帯

↓

多
摩
区
役
所
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（７）整備スケジュール（予定）

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

基礎調査
（舗装等の
材質・色選

定）

路床改良工事

全工事
の完成予定
令和9年5月頃

無電柱化工事等（市施工）

一方通行化

令和９年度～

景観舗装
工事

無電柱化工事等（東京電力・NTT等の施工）

運用開始その他
工事

景観舗装
令和8年5月～12月頃

ボラード
花壇
点字ブロック等
令和9年1月～5月頃

電柱
撤去

商店街灯
整備

まちづくり方
針に基づく取
組の推進

整備済
・地上機器
・商店街灯
・既設商店街灯撤去

整備予定
・ボラード（3.5ｍ間隔）
・花壇（5箇所）
・点字ブロック（交差点部）
・電柱撤去
・道路照明

〇主な整備内容
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（８）無電柱化の整備について

①無電柱化を構成する設備

必要な設備につきましては、ケーブル等を収容する本

体管路や特殊部、地上機器、民地への引込管等があり、

本体管路や特殊部は、市で施工し、地上機器や民地への

引込管等その他設備については、東京電力パワーグリッ

ド(株)やＮＴＴ東日本(株)等で施工しています。

（出典 国土交通省
「無電柱化推進計画」に係る運用と解説

※一部の名称を資料に
合わせて修正

本体管路

引込

整
備
前
の
状
況

試
掘

支
障
物
件
移
設

特
殊
部
設
置

管
路
敷
設

連
携
・
引
込
管
・

地
上
機
器
設
置

ケ
ー
ブ
ル
敷
設

電
柱
撤
去

舗
装
工
事

完
成

現状

無電柱化工事等（市施工）
無電柱化工事等

（東京電力・NTT等の施工）
舗装工事

（市施工）

令和４・５年度 令和６～８年度

＜イメージ図＞

②無電柱化の整備工程
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③地上機器について

・開閉器

工事等で電気を停める必要がある場合や、万一の停電時に、電気の流れを切り替える目的で使用します。

・地上変圧器

電気を一般家庭に引き込むため、高圧から低圧に電圧変換を行う装置です。

（国土交通省HPより）

地上機器

1.46m
2.08m

（区役所通り登栄会商店街へ設置）

特殊部

地上（地上機器）

地中（特殊部）

〇宅地への供給ケーブルの接続・分岐、機器類の収容などのために設置している特殊部の上に、地上機器が

設置されます。

○地上機器の役割
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（９）点字ブロックの設置

生活関連経路を中心に、登戸駅や向ヶ丘遊園駅北口から多摩区役所までの経路上に点字ブロックを設置

し誘導しています。

＜点字ブロック設置予定箇所＞

生活関連経路
：生活関連経路は、バリアフリー法で定められた経
路で、生活関連施設の間を結ぶ経路であり、優先
してバリアフリー化を図る必要のある経路

バリアフリー経路
：地形的制約等により生活関連経路としての整備
が困難な経路で、可能な限りバリアフリー法に
基づく基準等に適合した整備を実施する経路

凡例

交差点部点字ブロック施工箇所

点字ブロック施工箇所

バリアフリー経路

生活関連経路

信号機

区役所通り
登栄会商店街
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請願の要旨１

地上機について、歩行者の安全を担保するとともに景観に資するあり方を地権者等の合意のもとに検討してください。

４ 請願要旨に対する本市の見解（要旨１）

特殊部

本市の見解

○登栄会商店街の道路整備につきましては、下記のような安全対策を進める方針としています。

・自動車の一方通行化による歩行空間の確保

・自動車の走行速度を低下させ、歩行者の安全性向上等を図るため、車道のスラローム化

・歩行者等の安全、安心の確保に向け、車道と歩行空間の色調を変える

・安全、安心な歩行空間を確保し、無秩序な停車を抑制するため、ボラードの設置

○地上機器の設置数については、近隣建物の状況や電力使用量に基づいて必要量を算出し企業者で決定し

ており、登栄会商店街については、店舗が多く電力使用量が多くなること等も踏まえた設置数となっ

ています。

○地上機器の設置位置については、歩行者に配慮し、歩行空間をおおむね２ｍ確保できるように計画して

いますが、施工性や埋設物状況により一部狭くなっている箇所もあります。また、権利者境界位置や

駐車場等の利用状況を考慮するとともに、道路の利活用空間の形成など総合的に勘案し本市で決定して

います。

今後の取組

歩行者の安全や景観に資する取組については、上記のように一定程度、進めてきているものと考えておりますが、今後

の整備に向けては、改めて、丁寧な説明や御意見を伺いながら進めてまいります。
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本市の見解

○区役所通り登栄会商店街は、誰もが歩きやすい商店街とするため、バリアフリーに配慮し、歩道と車道

で段差を設けていない歩車共存道路等として整備を進めています。

○歩車共存道路等とは、生活道路における通過交通の排除など、快適な生活環境の創造をもたらすことを

目的とし、自動車の速度を抑制する措置を講じ、交通事故を防止し、歩行者にとって安全かつ安心な通

行空間とした道路です。

○歩行者等の安全性確保に向けて、歩行空間への自動車の乗り入れや駐停車がしにくい形状とするため、

ボラードを設置する計画としております。

○設置間隔につきましては、交通管理者や道路管理者と

協議を行い、車両が駐停車できない間隔として３.５ｍ

としています。

○車は歩行空間に乗り入れることが出来ないことから、

荷捌きができるよう２箇所に停車帯区間を設けています。

５ 請願要旨に対する本市の見解（要旨２）

請願の要旨２

歩行者の安全性を確保するとともに車両の搬出入作業がスムーズに行えるよう、ボラードを含め、歩車道整備に
ついて検討してください。

9000

3000（歩道） 3000（歩道）3000（車道）

＜断面図＞
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今後の取組

歩車道整備につきましては、ボラードの設置は歩行者等の安全性確保に向けて必要な工作物であり、設置間隔

につきましても、歩行空間を通行する方の安全性の配慮として、車の乗り入れや駐停車しにくい間隔での設置が必要

と考えています。そのため、歩行者の安全性確保と車両の搬出入作業のあり方について、改めて商店街や地権者等

と話し合ってまいりたいと考えております。

平面図

停車帯区間

５ 請願要旨に対する本市の見解（要旨２）
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６ 請願要旨に対する本市の見解（要旨３）

請願の要旨3
商店会、地権者、各店舗のオーナー、周辺住民のみなさんなど、誰もが納得できるような整備にするよう、丁寧な

説明や話し合いの場を繰り返し設けてください。

本市の見解

丁寧な説明や話し合いの場につきましては、令和２年８月からまちづくり検討会を開催し整備形態などの方向性
を話し合い、まちづくり方針を作成し整備を推進するとともに、その後も、舗装等の材質・色、道路の活用などについ
て社会実験をしながら検討を進め、令和６年３月の検討会において、花壇の維持管理方針や道路整備スケジュー
ルを説明しております。

今後の取組
現在、商店街沿線で建築が進んでおり、今後もボラードや花壇の整備を予定していることから、登栄会商店街まち
づくり検討会を開催し、歩行者の安全性確保と車両の搬出入作業のあり方や花壇の整備・維持管理などについて、
令和９年度の運用開始に向け検討を進めるとともに、地域の方にもご説明しながら道路整備を進めてまいります。
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